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【誤訳訂正書】
【提出日】平成31年2月20日(2019.2.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末によって行われる方法であって、前記方法は、
　少なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントのアドレスを取得することであって、
前記アドレスは第２通信ネットワークと相互接続された第１通信ネットワークから前記少
なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントと通信するために使用されるアドレスであ
って、前記第２通信ネットワークは無線通信ネットワークである、取得することと、
　前記通信端末によって前記第２無線通信ネットワークにアクセスするために使用可能な
少なくとも１つのアクセス・ポイントを判別することであって、前記判別することは前記
取得されたアドレスのうちの少なくとも１つに基づく、判別することと、を含むことを特
徴とする、前記方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記検出されたアクセス・ポイントが前記第２無線通信ネットワークに所
属することを表すインジケータを前記通信端末に記憶することを含み、前記インジケータ
は前記取得されたアドレスに基づき、
　前記少なくとも１つの使用可能なアクセス・ポイントを判別することは、前記記憶され
たインジケータのうちの少なくとも１つに基づくことを特徴とする、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記検出されたアクセス・ポイントが前記第２無線通信ネットワークに前記所属するこ
とは、前記取得されたアドレスと、前記第２無線通信通信ネットワークに関連付けられた
参照アドレスとに基づくことによって検証されることを特徴とする、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
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　前記第２無線通信ネットワークに所属するものとして前記通信端末によって知られてい
る参照アクセス・ポイントを介して前記参照アドレスを取得することを含むことを特徴と
する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記所属することは、前記通信端末によって最初に検出されたアクセス・ポイントのみ
に対して検証されることを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信端末のユーザ・インタフェースからの要求があると、前記通信端末によって検
出された全てのアクセス・ポイントが前記第２無線通信ネットワークに所属することを検
証することを含むことを特徴とする、請求項２～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのプロセッサを含む通信端末であって、前記少なくとも１つのプロセッ
サが、
　少なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントのアドレスを取得することであって、
前記アドレスは第２通信ネットワークと相互接続された第１通信ネットワークから前記少
なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントと通信するために使用されるアドレスであ
って、前記第２通信ネットワークは無線通信ネットワークである、取得することと、
　前記通信端末によって前記第２無線通信ネットワークにアクセスするために使用可能な
少なくとも１つのアクセス・ポイントを判別するであって、前記判別することは前記取得
されたアドレスのうちの少なくとも１つに基づく、判別することと、を行うように構成さ
れていることを特徴とする、前記通信端末。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記検出されたアクセス・ポイントが前記第２無
線通信ネットワークに所属することを表すインジケータを前記通信端末に記憶するように
構成され、前記インジケータは前記取得されたアドレスに基づき、
　前記少なくとも１つの使用可能なアクセス・ポイントの判別は、前記記憶されたインジ
ケータのうちの少なくとも１つに基づくことを特徴とする、請求項７に記載の通信端末。
【請求項９】
　前記検出されたアクセス・ポイントが前記第２無線通信ネットワークに前記所属するこ
とは、前記取得されたアドレスと、前記第２無線通信通信ネットワークに関連付けられた
参照アドレスとに基づくことによって検証されることを特徴とする、請求項８に記載の通
信端末。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２無線通信通信ネットワークに所属するも
のとして前記通信端末によって知られている参照アクセス・ポイントを介して前記参照ア
ドレスを取得するように構成されていることを特徴とする、請求項９に記載の通信端末。
【請求項１１】
　前記記憶されたインジケータは、前記検出されたアクセス・ポイントの識別子を含み、
前記取得されたアドレスが前記参照アドレスと同じ場合に記憶され、前記使用可能なアク
セス・ポイントの判別は、前記使用可能なアクセス・ポイントの識別子が前記記憶された
識別子の中に存在することに基づくことを特徴とする、請求項８～１０のいずれか１項に
記載の通信端末。
【請求項１２】
　前記記憶されたインジケータは、前記検出されたアクセス・ポイントに関連付けられた
前記通信端末に記憶された情報項目の少なくとも１つのビットに割り当てられる値である
ことを特徴とする、請求項８～１１のいずれか１項に記載の通信端末。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記通信端末によって最初に検出されたアクセス
・ポイントに対してのみ前記所属することを検証するように構成されていることを特徴と
する、請求項８～１２のいずれか１項に記載の通信端末。



(3) JP 2017-514410 A5 2019.4.4

【請求項１４】
　コンピュータ・プログラムであって、当該プログラムが通信端末の少なくとも１つのプ
ロセッサによって実行されると方法を実行するプログラム・コード命令を含み、前記方法
は、
　少なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントのアドレスを取得することであって、
前記アドレスは第２通信ネットワークと相互接続された第１通信ネットワークから前記少
なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントと通信するために使用されるアドレスであ
って、前記第２通信ネットワークは無線通信ネットワークである、取得することと、
　前記通信端末によって前記第２無線通信ネットワークにアクセスするために使用可能な
少なくとも１つのアクセス・ポイントを判別することであって、前記判別することは前記
取得されたアドレスのうちの少なくとも１つに基づく、判別することと、を含むことを特
徴とする、コンピュータ・プログラム。
【請求項１５】
　コンピュータ・プログラムが記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コン
ピュータ・プログラムは、通信端末の少なくとも１つのプロセッサによって、通信端末に
よって行われる方法を実行するプログラム・コード命令を含み、前記方法は、
　少なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントのアドレスを取得することであって、
前記アドレスは第２通信ネットワークと相互接続された第１通信ネットワークから前記少
なくとも１つの検出されたアクセス・ポイントと通信するために使用されるアドレスであ
って、前記第２通信ネットワークは無線通信ネットワークである、取得することと、
　前記通信端末によって前記第２無線通信ネットワークにアクセスするために使用可能な
少なくとも１つのアクセス・ポイントを判別することであって、前記判別することは前記
取得されたアドレスのうちの少なくとも１つに基づく、判別することと、を含むことを特
徴とする、コンピュータ可読記憶媒体。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　本願の開示内容によれば、判別方法は、
　上記端末によって、少なくとも１つのアクセス・ポイントを検出するステップと、
　検出されたアクセス・ポイントのうちの少なくとも１つが上記ネットワークに所属する
ことを検証するステップと、
　検出されたアクセス・ポイントの中から、上記通信ネットワークに所属すると検証され
た、使用されるべきアクセス・ポイントを選択するステップと、を含む。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　特定の態様によれば、上記検証は、
　上記検出されたアクセス・ポイントのアドレス識別子の取得を試行するステップと、
　アドレス識別子が取得された場合に、上記取得された識別子と、上記通信ネットワーク
に関連付けられた、少なくとも１つの参照アドレス識別子とを比較するステップと、を含
む。
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【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　特定の態様によれば、この方法は、上記端末によって実行される、
　少なくとも１つのアクセス・ポイントを検出するステップと、
　参照アドレス識別子を考慮することによって、上記第１の通信ネットワークに関連付け
られた、検証されるべきアクセス・ポイントと呼ばれる、検出されたアクセス・ポイント
のうちの少なくとも１つが上記第１のネットワークに所属することを検証する所属検証ス
テップであって、検証されるべき上記アクセス・スポイントの、第２のネットワークに関
連する、アドレス識別子の取得を要求するステップを含む、上記所属検証ステップと、
　検出されたアクセス・ポイントの中から、上記第１の通信ネットワークに所属すると検
証された、使用されるべき上記アクセス・ポイントを選択するステップと、を含む。
 
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　特定の特徴によれば、上記所属検証ステップは、検証されるべき前記アクセス・ポイン
トに対してアドレス識別子が取得されない場合に、検証されるべき前記アクセス・ポイン
トに対して既に行われた取得の試行回数を考慮する。
 
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　特定の態様によれば、アドレス識別子の取得を要求するステップは、
　上記端末と検証されるべき上記アクセス・ポイントとの間の接続の確立を要求するステ
ップと、
　上記接続が確立された場合に、当該接続を利用することによって、上記第１のネットワ
ークの外部にあって上記第２のネットワークからアクセス可能なサーバから、検証される
べき上記アクセス・ポイントの上記アドレス識別子の提供を要求するステップと、を含む
。
 
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２６】
　明示的に記載されていないものの、本明細書中の実施形態をどのように組み合わせて実
施することもできるし、部分的に組み合わせて実施することもできる。例えば、検証を行
うステップが、アクセス・ポイントに対し、アドレス識別子の取得を試行するステップと
、このアドレス識別子の比較を行うステップとを含む実施形態に、アクセス・ポイントの
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選択にパフォーマンス基準および／または端末との関連付けの期間を考慮する実施形態を
組み合わせることもできる。
 
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　本願の開示内容によれば、上記少なくとも１つのプロセッサは、
　上記端末からアクセス可能な少なくとも１つのアクセス・ポイントを検出し、
　参照アドレス識別子を考慮することによって、上記第１の通信ネットワークに関連付け
られた、検証されるべきアクセス・ポイントと呼ばれる、検出されたアクセス・ポイント
のうちの少なくとも１つが上記第１のネットワークに所属することを検証し、検証される
べき上記アクセス・ポイントが上記第１のネットワークに所属すること検証することは、
検証されるべき上記アクセス・ポイントの、第２のネットワークに関連する、アドレス識
別子の取得（２３０）を要求することを含み、
　上記検出されたアクセス・ポイントの中から、上記第１の通信ネットワークに所属する
と検証された、上記端末によって使用されるべきアクセス・ポイントを選択するように構
成される。
 
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５６】
　図２に示された実施形態においては、この方法は、次に、（検証されるべきアクセス・
ポイントと呼ばれる）検出されたアクセス・ポイントのうちの少なくとも１つがローカル
・ネットワークに所属することを検証するステップ２２０を含む。この検証は、例えば、
以下により詳細に説明するように、端末によって少なくとも一時的に記憶された所属イン
ジケータに特定の値を割り当てることに対応することがある。
 
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５７】
　実施形態によれば、検証２２０は、検出されたアクセス・ポイント１１２，１１４，１
６２，１６４，１２２および１４２の各々に対して行うことができ、または、特定の検出
されたアクセス・ポイント、例えば、端末１３０によって最初に検出されたアクセス・ポ
イントに対してのみ行うこともできる。このような実施形態は、判別方法が端末１３０に
よって定期的に実施される場合に特に適している。
 
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００５８】
　特に、検証２２０には、ブロードバンド・ネットワーク上で検証されるべきアクセス・
ポイントのアドレス識別子の取得２３０を含めることができる。
 
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６２】
　例えば、検証されるべきアクセス・ポイントのアドレス情報は、例えば、図示した特定
の実施形態におけるリモート・サーバである、ネットワークの外部のサーバから取得する
ことができる。よって、図２に示された実施形態においては、アドレス情報の取得２３０
は、端末１３０側からの動作により、端末１３０と検証されるべきアクセス・ポイントと
の間の接続の確立２３２を含む。このステップには、ＷＥＰ（優先と同様なプライバシー
（ｗｉｒｅｄ　ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　ｐｒｉｖａｃｙ）またはＷＡＰ（Ｗｉ－Ｆｉ保護
アクセス（Ｗｉ－Ｆｉ　ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　ａｃｃｅｓｓ））またはＷＡＰ２キーなど
の、暗号化キーの提供が必要となることがある。
 
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６３】
　したがって、図１に示された実施形態においては、特定の暗号化キーの提供がないこと
により、端末１３０とアクセス・ポイント１４２との接続が失敗する場合がある。幾つか
の実施形態においては、端末と検証されるべきアクセス・ポイント（例えば、図１のアク
セス・ポイント１２２）との接続の失敗は、対象となっている検証されたアクセス・ポイ
ントがローカル・ネットワークに所属していないことによって生ずることがある。
 
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６４】
　接続が確立されると、端末１３０は、アクセス・ポイントの中継を介して、ブロードバ
ンド・ネットワーク上でアクセス可能な装置と通信することができる。図２に示されてい
るように、この方法は、したがって、具体的には、検証されるべきアクセス・ポイントに
アドレス識別子の提供を要求（リクエスト）２３４するために、ネットワークの外部にあ
るサーバにアクセスすることを含む。
 
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７１】
　検証されるべきアクセス・ポイントのアドレス識別子と参照識別子との比較２４０によ
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り、結果として、例えば、以下に詳細に説明するように、特定の値が、端末によって少な
くとも一時的に記憶された所属インジケータに割り当てられる。
 
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７５】
　幾つかの実施形態においては、ローカル・ネットワークに所属することの検証２２０は
、所属判別の記憶２４２を含む。
 
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７７】
　さらに、所属の検証の結果を表す、少なくとも１つのビットで符号化された１つの情報
を、検出された各アクセス・ポイントに対し、ルックアップ・テーブルに記憶することを
含んでも良い。例えば、幾つかの実施形態においては、１つの情報が２つのビットで符合
化されていることがある。ここで、第１のビットは、少なくとも１つの所属検証に関連し
た、第２のビットに対する有意な値の割り当てを示しており、第２のビットは、所属イン
ジケータを構成し、所属検証の結果を表す。例えば、所属インジケータに割り当てられた
値「１」は、ローカル・ネットワークに所属する値を示すことができ、所属インジケータ
に割り当てられた値「０」は、ネットワークに所属していないことを示すことができる（
またはその逆でもよい）。このような実施形態では、例えば、このアクセス・ポイントに
よる、図２に示された実施形態の場合における、別のネットワーク、例えば、ワイド・エ
リア・ネットワークとの第１の接続が失敗したときに、アクセス・ポイントのアドレス識
別子の再取得を試みることが可能となる。
 
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７８】
　他の実施形態においては、さらに、１つの情報が、幾つかの特定の値をとることができ
るように、２つを超えるビットで符合化されることがある。例えば、第１の、初期値は、
アクセス・ポイントに関連する検証が存在しないことを示し、第２の値は、アクセス・ポ
イントがネットワークに所属することを示し、第３の値は、アクセス・ポイントがネット
ワークに所属しないことを示し、他の値は、アクセス・ポイントとの接続の失敗および／
または失敗の理由（存在しない場合には、必要な暗号化キーの提供が存在しないことに対
し、特定の値を割り当てることができる）および／または、接続の現在の接続試行回数を
示す。
 
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７９
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００７９】
　このような実施形態においては、検証が定期的に行われている場合、または、同一の検
証が、検証されるべきアクセス・ポイントとの幾つかの接続試行を含む場合には、例えば
、アクセス・ポイントのアドレス識別子の取得を数回試行することも可能である。アクセ
ス・ポイントへの接続が所定数失敗した場合には、例えば、結果として、アクセス・ポイ
ントがネットワークに所属していないとみなされる。
 
【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８０】
　幾つかの実施形態においては、例えば、端末１３０のユーザの特定のリクエストを通じ
て、端末によって検出された全てのアクセス・ポイントを強制的に検証することが可能で
ある。
 
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９５】
　図３に示された実施形態においては、マイクロプロセッサ３１は、具体的には、
　上記端末からアクセス可能な少なくとも１つのアクセス・ポイントを検出し、
　上記第１の通信ネットワークに関連付けられた参照アドレス識別子を考慮することによ
って、検証されるべきアクセス・ポイントと呼ばれる、検出されたアクセス・ポイントの
うちの少なくとも１つが上記第１のネットワークに所属することを検証し、検証されるべ
き上記アクセス・ポイントが上記第１のネットワークに所属すること検証することは、検
証されるべき上記アクセス・スポイントの、第２のネットワークに関連する、アドレス識
別子の取得（２３０）を要求することを含み、
　検出されたアクセス・ポイントの中から、上記第１の通信ネットワークに所属すると検
証された、上記端末によって使用されるべきアクセス・ポイントを選択するように構成す
ることができる。
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